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家賃保証委託契約書（ひな形）送付の再度お願い 

 

当団体は、消費者団体訴訟制度の制度化を受けて、不当な勧誘行為や不当条項の使用の

中止を申入れたり、団体訴権を行使していくことを重要な活動内容として、関西地域の７

府県の消費者団体や消費者問題を取り組む個人によって構成され、２００７年８月２３日

には、内閣総理大臣より消費者契約法１３条に基づく適格消費者団体として認定され、２

０１０年８月２２日に認定更新されました。（組織概要についてはホームページをご参照

下さい）。 

さて、昨今、建物賃貸借契約に際して家賃保証会社に保証を委託する例が増加しており、

保証人をたてられない賃借人の住居確保の一助となっている一方、家賃滞納があった賃借

人と家賃保証業者の間で、求償権行使等についてのトラブルが生じている例が報告されて

おります。 

そこで、当団体では、家賃滞納があった場合の取扱いについて、家賃保証委託契約書が

どのようになっているかの現状を調査・研究すべく、貴社をはじめとする家賃保証業者に

おいて、どのような家賃保証契約書の「ひな形」を使用しておられるのかを問い合わせる

ものです。貴社が契約に際し使用しておられる家賃保証委託契約書の「ひな形」の写しを

当団体までご送付いただきますように２０１１年６月２９日付でご依頼をさせていただい

ていましたが、ご送付いたただいておりませんので再度お願い申し上げます。 

お忙しいこととは存じますが、２０１２年５月２５日までにご送付くださいますようお

願い申し上げます。 

なお、送付いただけない場合、当団体のホームページ等において公開することがござい

ますので、あらかじめご了解ください。公開は、契約内容の事前開示が消費者契約の適正

化のために重要であるとの観点から実施するものであり、この点ご理解の程よろしくお願

い致します。                                以上 


